
特定商取引法の一部が改正され、自宅での買取 りのルールが変わ ります

1。 不招請勧誘の禁止

訪問購入について、飛び込み勧誘は禁止
となります。また、消費者から「査定」
の依頼があっても、「査定」を超えた勧
誘をしてはいけません。

2。 勧誘目的の明示

勧誘に先立って、 ヘ
‐́
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事業者名や勧誘す
る物品の種類など
を明示しなければ
なりません。
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4.書画の変付義務

物品の種類や特徴、購入価格、引渡しの拒
絶やクーリング・オフに関する事項などが
記載された書面を交付しなければなりませ
ん。
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3。 再勧議の禁止

消費者から勧誘の要請を受けて訪問しても、勧
誘に先立って、消費者に勧誘を受ける意思があ
るかを確認しなければなりません。また、一度
取引を断った消費者への再勧誘は禁止されてい
ます。

5。 ヨ:渡しの拒絶
消費者はクーリング・オフ期間中 (4.の書
画交付から8日以内)物品の引渡しを拒む
ことができます。また、迷惑をかけるよう
な方法等で同期間内に引渡しをさせること
等は禁止されます。

7.ク…リング・オフ期間内に物品
を第二者へ引き渡す際の通知義務
クー リング・オフ期間中に第
二者に物品を引き渡す場合、

第二者にクー リング・オフの

対象物品であることなどを書

面で通知しなくてはな りませ

ん。また、元々の売主である

消費者に、第二者への引渡 し

に関する事項を通知 しなくて

はな りません。
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6.クーリング・オフ
4.の書面交付から8日 以内であれば、売主
たる消費者は無条件で契約の申込み撤回や
契約の解除が可能です。 だ o百‐:｀t
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冷静に考えたい :
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